
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

国・県 
市  の 

※取扱金融機関：親和銀行・十八銀行 

令和元年１１月１日現在 

平戸市中小企業振興資金 

貸 付 限 度 ２，０００万円 

利 率 １．７０％ 

貸 付 期 間 
運転資金 １０年 （据置１年以内） 

設備資金 １０年 （据置１年以内） 

保 証 料 
０．４５％～１．３４％※平成２７年度から３１年 

度に限り、市が保証料を全額補助します 

保 証 人 特別な事情がある場合を除き法人代表者以外は不要 

 

長崎県小規模企業者支援資金 

貸 付 限 度 ２，０００万円 

利 率 １．９０％以内 

貸 付 期 間 
運転資金  ７年 （据置１年） 

設備資金 １０年 （据置２年） 

保 証 料 ０．５０％～１．６０％ 

保 証 人 取扱金融機関又は保証協会の定めるところ 

貸 付 限 度 ２，０００万円 

利 率 １．２１％ 

貸 付 期 間 
運転資金  ７年 （据置１年以内） 

設備資金 １０年 （据置２年以内） 

資 金 使 途 事業資金（運転・設備） 

 

日本政策金融公庫（マル経資金 無担保・無保証人） 
 

日本政策金融公庫（普通貸付） 

日本政策金融公庫（教育ローン） 

貸 付 限 度 ３５０万円（学生・生徒１人あたり） 

利 率 １．７１％（母子家庭１．３１％） 

貸 付 期 間 １５年以内（母子家庭１８年以内） 

資 金 使 途 入学金・授業料・受験費用・住居費用等 

保 証 教育資金融資保証基金及び保証人 

 

貸 付 限 度 ４，８００万円 

特定設備を含めると１億２，０００万円まで貸付 

基 準 利 率 

１．２１～２．１０％ 

※使途、返済期間、担保・保証人の有無などに

より異なる利率が適用されます 

貸 付 期 間 
運転資金  ７年 （据置１年以内） 

設備資金 １０年 （据置２年以内） 

資 金 使 途 事業資金（運転・設備） 

貸 付 限 度 
１，０００万円 

（特定創業支援事業認定者は１，５００万円） 

利      率 １．４０％ 

貸 付 期 間 
運転資金  ７年 （据置１年以内） 

設備資金 １０年 （据置１年以内） 

保 証 料 市が保証料を全額補助 

保 証 人 特別な事情がある場合を除き法人代表者以外は不要 

 

平戸市中小企業創業支援資金 

長崎県経営安定資金（長期） 

貸 付 限 度 ５，０００万円 

利 率 １．９５％以内 

貸 付 期 間 
運転資金  ７年 （据置１年） 

設備資金 １０年 （据置２年） 

保 証 料 ０．４０％～１．３０％ 

保 証 人 取扱金融機関又は保証協会の定めるところ 

 

貸 付 限 度 ２，０００万円 

利 率 １．５５％以内 

貸 付 期 間 運転資金 １年以内 

保 証 料 ０．４５％～１．３０％ 

保 証 人 取扱金融機関又は保証協会の定めるところ 

 

長崎県経営安定資金（短期） 

中小企業相談所よりお知らせ 年末資金に対する融資申し込みはお早めに！ 

年末の運転資金及び設備資金を必要とされている会員の皆様へ、日本政策金融公庫の年内融資分の申込受付

は１２月６日（金）までとなっております。ご希望の方はお早めに当所までご連絡下さい。（申込内容によっ

ては融資まで時間がかかる場合がございますのでお早めにお申込み下さい。） 

国民年金基金よりお知らせ 掛金全額が社会保険料控除の対象になり所得税、住民税が軽減されます。 

国民年金基金は、個人事業主やそのご家族の方が、税の優遇を受けながら国民年金に上乗せして掛金を積立

て、サラリーマン並みの年金を受け取る公的な年金制度です。 

【加入資格】・20 歳～59 歳の国民年金（第１号）の加入の方（保険料免除者を除く） 

・60 歳～64 歳で国民年金に任意加入している方 

【お問い合わせ先】長崎県国民年金基金 ☎０１２０－６５－４１９２ 詳しくはお問い合わせください。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
令和元年１１月発行 

役　名 氏　　名 企　業　名(役職名) 役　名 氏　　名 企　業　名(役職名) 役　名 氏　　名 企　業　名(役職名)

会　　頭 早 田　悠 次 早田建設㈲代表取締役社長 一号議員 髙 橋　英 治 (資)髙尾屋商事代表社員 二号議員 中 島　潤 二 ㈱なかしま代表取締役

副 会 頭 福 田　　 詮 福田酒造㈱代表取締役社長 〃 ◎ 髙 見　文 彦 ㈱ＦＴＩ代表取締役 〃 ◎ 林　   浩 司 フローリスト平戸花壇代表

〃 藤 澤　美 好 ㈱彩月代表取締役社長 〃 ◎ 森 　　幸 雄 ㈲森酒造場取締役 〃 大 村　謙 吾 ㈲きのこ屋代表取締役

〃 竹 田　健 介 ㈱たけだ代表取締役会長 〃 俵 屋　　 敦 ㈲俵屋自動車代表取締役 〃 ◎ 早 田　圭 介 ㈲アイル代表取締役

専務理事 松 山　芳 弘 平戸商工会議所 〃 眞 﨑　友 英 ㈲丸真代表取締役 〃 松 尾　俊 行 ㈱つたや總本家代表取締役

監　　事 西 川　英 夫 西川商事㈲代表取締役社長 〃 松 永 いづみ (税法)ウィズラン平戸オフィス代表社員 〃 川 上 トシエ ㈲ひらど美装工業代表取締役

〃 山 西　　 稔 山西酒店代表 〃 吉 原  実 郎 ㈲ケンホクプリント代表取締役 〃 ◎ 髙 田 　　謀 ㈲たかたカメラ取締役

一号議員 加賀江　順市 加賀江石塔店代表 〃 伊 東　恒 典 伊東蒲鉾店代表 〃 道 添　直 徳 ㈱SOUND M FACTORY 代表取締役

〃 鈴 木　哲 也 ㈱ニュー平戸海上ホテル代表取締役 〃 寺 田　孝 弘 ㈲寺田工務店代表取締役 〃 尾 上　智 昭 アリエス㈱代表取締役

〃 ◎ 山 内　英 雄 山内造船㈱代表取締役 〃 青 柳　勝 樹 青柳旅館代表 〃 村 　　節 雄 村設備土木代表

〃 東 　　尚 義 ㈱東船具店専務取締役 〃 ◎ 西 川　克 己 (資)西憲商店代表社員 〃 ◎ 山 村　隆 視 ㈲山村造園取締役

〃 町 田　知 之 ㈲町田美装工芸社取締役 〃 ◎ 森 崎　吉 博 ㈱森崎水産代表取締役 〃 遠 藤 久美子 ㈲平戸情報管理センター取締役

〃 森　 　藤 雄 森藤商店代表 〃 近 藤　善 三 善果園代表 三号議員 ◎ 山 邊　幸 一 ㈱親和銀行平戸支店長

〃 ◎ 有 浦　 　奨 平戸･有香製茶代表 〃 宗 田　篤 司 ㈲宗田材木店代表取締役 〃 ◎ 馬 渡　勇 一 ㈱十八銀行平戸支店長

〃 江 田  洋 一 江田時計店代表 〃 ◎ 染 川　英 二 染川鉄工代表 〃 山 下　 　剛 九州電力㈱平戸営業所長

〃 木 寺　敏 夫 ㈱木寺薬局取締役 〃 ◎ 柴 山　茂 樹 ㈲丸銀釣センター会長 〃 大 塚　和 彦 ㈱九電工平戸営業所長

〃 須 﨑　靖 志 須﨑クリーニング代表 〃 森 元　芳 弘 森元商店代表 〃 吉 田　浩 二 アクサ生命保険㈱佐世保営業所長

〃 ◎ 萩 原　　 博 萩原食肉産業㈲代表取締役 〃 田 川　久 好 ㈲田川建設取締役会長 〃 岡 山　芳 治 (公財)松浦史料博物館館長

〃 ◎ 熊 屋　久 典 ㈲牛蒡餅本舗熊屋代表取締役 二号議員 寺 山　康 子 ㈲寺山文書堂取締役 〃 久 枝　啓 介 (社福)敬昌会理事長

◎印は常議員

 

会会頭頭にに早早田田悠悠次次氏氏をを再再任任  

 
 

早田会頭就任挨拶 

平戸商工会議所役員・議員名簿（任期 令和１年１１月１日～令和４年１０月３１日） 

日頃より会員の皆様方には、商工会議所の事業に対しまして

格別なるご支援ご協力を賜り厚くお礼申し上げます。 

 さて、１０月２８日開催の臨時議員総会におきまして、会頭

としての要請を受け、これを受託したことは誠に身の引き締ま

る思いであり、責任の重さを痛感しているところでございま

す。振り返れば1期目の３年間、松岡前会頭の意思を引き継ぎ、  

各種イベントの開催や、関係各機関との連携強化、交通網の整備促進に関し国や県への要望活動など、商工業の振興

や地域活性化に取り組んでまいりました。今後につきましても、長崎県や平戸市の行政機関並びに平戸観光協会をは

じめとする市内各団体との連携強化はもちろん、農業や漁業の１次産業とも連携を深め、交流人口の拡大による「に

ぎわい創出事業」を推進していく所存でございます。そして、更なる商工会議所の発展のためには会員増強による組

織の強化はもちろん、会員の皆様の要望に応え「会員のための会議所」「会員に信頼される会議所」「行動する会議所」

を基本に、副会頭の方々をはじめ役員・議員・職員一丸となり会議所運営に取り組んでまいりますので、なお一層の

ご支援ご協力をお願い申し上げ就任のご挨拶といたします。 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ひらど軽トラ市からのお知らせ 

南部地区活性化委員会活動 

平戸くんち城下秋まつり開催報告 

去る、１０月２７日（日）に木引田町・宮の町の中心商店街で、

第２０回「ひらど軽トラ市」が開催されました。市内の水産加工

品・かまぼこ・菓子・食料品の販売業者が出店し、商店街は多く

の来街者で賑わいました。 

この軽トラ市は、毎月第４日曜日に継続的に開催されています。

今年５月開催より、多くの会員の皆様に参加いただくため、参加

できる月を選択いただけるようになりました。当所にて、随時出

店者を受け付けておりますので、是非ご参加ください。 

事 業 所 名 代 表 者 名 所 在 地 業  種 部  会 

喫茶去 楽味暖 久保田博子 魚の棚町 350 飲 食 業 観光サービス 

やきとり 居酒屋 金さん 松 山 博 之 木引田町 434 飲 食 業 観光サービス 

フラワーみき 古 川 美 紀 明の川内町 314-33 生 花 販 売 業 商 業 

昭誠電工 田 口 昭 二 紐差町 1055-3 電 気 工 事 業 建 設 工 業 

 

「ひらど軽トラ市」参加者募集中！ 

去る、１０月１９日（土）・２０日（日）の２日間、平戸中心市

街地一帯で｢平戸くんち城下秋まつり｣が開催され、多くの方にご

来場者いただき商店街は大いに賑わいました。会場では創作料理、

スイーツ、くんち料理等の平戸の食材を活かした自慢の逸品の提

供。その他には田助ハイヤ節等の伝統芸能の披露、姉妹・交流都

市の平戸交流物産市等様々な催しが行われました。今回をもちま

して最後となりますが、これまでご協力いただきました会員企業

の皆様及び地域の皆様方には厚くお礼申し上げます。 

去る、１１月７～９日（木～土）に委員会メンバー１０名と事

務局１名で東京へ視察研修にいきました。今回の目的は平戸市と

係りがある直売所（大山町ハッピーロード商店街、恵比須ひらど

商館、有楽町ひらど商館、日本橋長崎館）へ視察し、どういった

ものが売れているのか都市部の人がどういった商品を望んでいる

のかなど各担当者の方よりお話を伺い、学ばせて頂きました。ま

た、ふるさと支援回帰センターにおいて長崎県担当の山田相談員

と意見交換会を行い、移住・定住についての現状や移住者が求め

ていることなど多くの情報をもらい、今後の委員会活動の１つと

して移住・定住をテーマにした取り組みを行っていこうと参加会

員からも話が出ていました。最終日には日本橋長崎館において平

戸のＰＲを含めた『奥ひらど物産展』を開催。長崎館佐藤店長か

ら東京で販売するための商品作りのアドバイス等も頂き、有意義

な物産展の開催となりました。 

東京視察研修を開催！ 

新入会員紹介 新たにご加入いただきました事業所をご紹介いたします。(受付順) 

 

 

 

 

  
青年部活動 

去る、１１月２日（土）宮崎県小林市にて日本商工会議所青

年部第３９回九州ブロック大会小林元年祭が開催され、田中会

長ほか７名で参加してきました。１１月３０日に平戸商工会議

所青年部設立４０周年記念式典祝賀会を控えている中、小林Ｙ

ＥＧが運営する記念式典や懇親会など参考にすることが多く、

帰りの車内では会員同士が４０周年記念式典の話し合いで盛

り上がり、有意義な大会参加となりました。 

女性会活動 

日本商工会議所青年部九州ブロック大会小林元年祭に参加 

 

去る、９月２６日（木）、ホテルオークラＪＲハウステンボ

スにて開催され、県内商工会議所女性会より１８０名の参加が

あり、当所女性会より１９名が参加しました。記念講演会では

元 ジャパネットたかた 代表 髙田 明氏の講演があり、『夢持

ち続け日々精進』の演題のもと、ユーモアセンスに溢れたご講

演に満足のいく一日となりました。 

最低賃金が改定されました 

第５３回長崎県商工会議所女性会連合会島原大会へ参加 

 

令和元年１０月３日より最低賃金が改定されております（２８円ＵＰ） 

 

 

佐世保商工会議所女性会創立６０周年記念式典へ参加 

 

去る、１０月２５日（金）、長崎県商工会議所女性会連合会 島原大会がホテル南風楼にて開催され、県内の

女性会会員より１３０名の参加があり当所女性会より森会長他会員と事務局にて参加しました。記念講演では

『楽しく生きれば元気になれる』と題し、歌手・女優の今 陽子 氏（ピンキーとキラーズ）のご講演をいただ

きました。 

当所では、中小企業の円滑な事業承継を促進するため、県内外の行政機関と中小企業支援機関等と連携して

事業承継診断や個別相談等の支援を行っています。親族内承継、親族外承継（社員、第三者）等、後継者への

スムーズな事業承継を行うため、事業所が独自に抱える問題を専門家へ無料相談（秘密厳守）でき適切なアド

バイスを受けることができます。今年度も、引き続き相談受付けておりますので、ご連絡いただくか事業所訪

問の際にお声掛け下さい。 

事業承継診断のお知らせ 経営者・事業主の皆様、事業承継の準備はお済みですか 

「事業価値の簡易査定」を受けてみませんか 

事業価値の簡易査定とは、後継者不在のために将来的に廃業に至る可能性がある企業の経営者・事業主の皆

様に対して、専門的な知見を有する税理士が、税務申告書・決算報告書・勘定内訳書など財務関係資料等に基

づき、皆様の事業の価値を算定し、概算額を提示するものです。「事業価値」には一般的に店舗の土地建物、

機械装置等の有形資産だけではなく、顧客基盤、従業員の協力体制、様々技術・ノウハウなどの目に見えない

価値も含まれます。尚、長崎県が費用を全額負担して実施するため皆様の費用負担はございません。 


